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（基盤整備の効果） 

  基盤整備とは、農業生産にとって最も基礎的な資源である農地や農業用水を、良好な営

農条件を備えたものに整備することです。 

・ 基盤整備の実施により、稲作労働時間が約５割短縮、稲作の生産費が約４割低減等

の効果があがっています。 

・ 基盤整備の実施に際しては、農地を大規模な区画に整理し、所有者や耕作者を新た

に決め直すことになるため、担い手への利用集積を促進する絶好の機会となります。 

・ 基盤整備を契機に、１年間に約１万ｈａの担い手への農地の利用集積がなされてい

ます。 

・  仮に今後基盤整備を行わなければ、未整備水田での耕作放棄が進み食料自給率が低

下するおそれがあります。 

 

 

 

 

＜内容＞ 

  就業機会の増大等、地域の活性化を目的とした事業計画と連携を図りつつ、農業の生

産性を向上させるための基盤整備を実施します。 

 

＜事業実施主体等＞ 

 １．事業実施主体 都道府県、市町村、土地改良区等 

 ２．補助率    ５０％等 

 ３．事業実施期間 平成８年度～ 

 

 

     

［担当課：農村振興局整備部農地整備課（０３－３５０２－６２７７（直））］ 

農業生産基盤と農村生活基盤の総合的な整備による農村地域の活性化 

政策目標 

地域において展開される社会資本や定住環境の整備、就業機会の増大等を目

的とした事業計画と連携して、農業生産基盤と農村生活基盤を総合的に整備す

ることにより、農村地域の活性化を図ります。 

対策のポイント 


